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佐倉市条例第   号 

   佐倉市飯野台観光振興施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例 

 佐倉市飯野台観光振興施設の設置及び管理に関する条例（平成１５年佐倉市

条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

 第１５条を第１９条とし、第１４条を第１８条とし、第１３条を第１７条と

する。 

 第１２条の見出し中「使用料」を「利用料金」に改め、同条中「使用料」を

「利用料金」に改め、同条ただし書中「市長が特に必要があると認めたときは」

を「指定管理者は、市長が別に定める基準に従い」に改め、同条を第１６条と

する。 

 第１１条の見出し中「使用料」を「利用料金」に改め、同条中「市長は、特

に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は」を「指定管理者は、市

長が別に定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を」に改め、同条を第１

５条とする。 

 第１０条の見出しを「（利用料金）」に改め、同条中「別表に定める使用料を

納めなければ」を「指定管理者に対し、その使用に係る料金（以下「利用料金」

という。）を支払わなければ」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 利用料金は、別表第２に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の

承認を得て定めるものとする。 

 第１０条を第１４条とする。 

 第９条第１項中「市長」を「指定管理者」に改め、同条第２項中「第７条第

２項」を「第１１条第２項」に、「第７条第３項」を「第１１条第３項」に改め、

同条を第１３条とする。 



 第８条第１項及び第２項中「市長」を「指定管理者」に改め、同条第３項中

「市」の次に「及び指定管理者」を加え、同条を第１２条とする。 

 第７条第１項及び第２項中「市長」を「指定管理者」に改め、同条第３項中

「市長は、第５条第１号」を「指定管理者は、第９条第１号」に、「市長が」を

「指定管理者が」に改め、同条を第１１条とする。 

 第６条に次の２項を加える。 

４ 第１項の許可は、市長が特に認める場合は、指定管理者にこれを行わせる

ことができる。 

５ 前項の規定により指定管理者が第１項の許可をする場合は、第２項及び第

３項の規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「指定管理者」

と読み替えるものとする。 

 第６条を第１０条とする。 

 第５条中「市長」を「指定管理者」に改め、同条を第９条とし、第４条の次

に次の４条を加える。 

 （指定管理者による管理） 

第５条 市長は、観光振興施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自

治法第２４４条の２第３項の規定により、法人その他の団体であって市長が

指定するもの（以下「指定管理者」という。）に観光振興施設の管理を行わせ

るものとする。 

 （指定管理者が行う業務） 

第６条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

（１）観光振興施設の施設及び設備の維持管理に関すること。 

（２）観光振興施設の施設及び設備の使用の許可に関すること。 

（３）第４条第１号及び第２号に掲げる業務に関すること。 



（４）その他市長が必要と認める業務 

 （使用時間） 

第７条 観光振興施設の使用時間は、別表第１のとおりとする。ただし、指定

管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、その時間を

変更することができる。 

 （休業日） 

第８条 観光振興施設の休業日は、１月１日から同月３日まで及び１２月２９

日から同月３１日までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認

めるときは、市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休業日を設ける

ことができる。 

 別表中「（第１０条関係）」を「（第１４条関係）」に、「使用料」を「利用料金

の上限額」に改め、同表を別表第２とし、附則の次に次の１表を加える。 

別表第１（第７条関係） 

区分 使用時間 

オートキャンプ場 
一泊 午前１１時から翌日の午

前１０時３０分まで 

日帰り 午前１１時から午後６時

まで 

テニスコート 
農園 

１月４日から３月３１日

まで及び１１月１日から

１２月２８日まで 

午前８時から午後５時ま

で 

４月１日から１０月３１

日まで 
午前７時から午後６時ま

で 

コミュニティルーム 午前９時から午後５時ま

で 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 



 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に改正前の佐倉市飯野台観光振興施設の設置及び管

理に関する条例の規定により市長がした許可その他の行為及び市長に対して

なされた申請その他の行為（同日以後の使用又は特別の設備の設置に係るも

のに限る。）は、この条例による改正後の佐倉市飯野台観光振興施設の設置及

び管理に関する条例の相当規定によって指定管理者がした許可その他の行為

又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。 


